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　平成13年５月、北部地域における振興事業の
円滑な推進を支援するため、地元自治体等が県
内において北部振興事業等について相談を行う
ことができるよう国の機関による県内相談窓口
を設置しました。�
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沖
縄
県
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図

る
観
点
か
ら
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ

る
北
部
地
域
の
振
興
に
つ
い
て
は
、
普

天
間
飛
行
場
移
設
に
関
連
し
て
、
平
成

十
一
年
十
二
月
、
「
普
天
間
飛
行
場
の

移
設
に
係
る
政
府
方
針
」
が
閣
議
決
定

さ
れ
、
政
府
、
沖
縄
県
及
び
北
部
地
域

の
自
治
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
振
興
事

業
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
「
北
部
振
興
協
議
会
」
及
び
「
移

設
先
及
び
周
辺
地
域
振
興
協
議
会
」
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。�

　
ま
た
、
平
成
十
二
年

八
月
に
は
両
協
議
会
の

合
同
会
議
が
開
催
さ
れ
、

振
興
事
業
の
推
進
に
当

た
っ
て
の
基
本
的
な
方

向
性
を
示
す
「
北
部
振

興
並
び
に
移
設
先
及
び

周
辺
地
域
振
興
に
関
す

る
基
本
方
針
」
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。�

　
現
在
、
政
府
と
し
て

は
、
同
基
本
方
針
を
踏

ま
え
、
県
、
地
元
と
一

体
と
な
り
、
雇
用
機
会

の
創
出
や
定
住
条
件
の

整
備
な
ど
、
北
部
地
域

並
び
に
移
設
先
及
び
周

辺
地
域
の
発
展
に
資
す

る
実
効
性
の
高
い
振
興

事
業
を
着
実
に
推
進
し
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
二
年
十
一

月
に
開
催
さ
れ
た
北
部
振
興
協
議
会
に

お
い
て
、
北
部
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
理
事
長
か
ら
沖
縄
県
内
に
お
け
る
北

部
振
興
事
業
等
の
相
談
窓
口
の
設
置
に

つ
い
て
の
要
望
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け

て
内
閣
本
府
と
沖
縄
総
合
事
務

局
で
は
、
関
係
省
庁
及
び
県
内

の
関
係
行
政
機
関
と
調
整
を
行

い
、
平
成
十
三
年
五
月
に
国
の

県
内
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
し

た
。�
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相
談
窓
口
に
お
い
て
は
、
振

興
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
支
援

す
る
た
め
、
地
元
自
治
体
等
（
北

部
の
十
二
市
町
村
及
び
北
部
広

域
市
町
村
圏
事
務
組
合
）
か
ら

の
振
興
事
業
に
つ
い
て
の
相
談

の
対
応
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。�

　
地
元
自
治
体
等
か
ら
の
相
談

の
第
一
次
的
な
窓
口
は
沖
縄
総

合
事
務
局
総
務
部
が
行
い
、
当

局
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

案
件
に
つ
い
て
は
所
管
部
局
と
、

そ
れ
以
外
の
相
談
案
件
に
つ
い

て
は
、
所
管
す
る
県
内
所
在
の

相
談
窓
口
機
関
の
紹
介
並
び
に

適
宜
連
絡
・
調
整
等
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
内
閣

府
等
担
当
本
省
庁
は
、
県
内
の
相
談
窓

口
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
案
件
に
つ
い
て
、

適
宜
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。�
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沖
縄
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関 係 機 関 名� 担 当 部 課 名�

北部振興事業等に係る国の県内相談窓口一覧（平成13年５月現在）�
 連　絡　先�

�

沖縄総合事務局�
�
�
�
�
那覇防衛施設局�
沖縄総合通信事務所�
外務省沖縄事務所�
沖縄労働局�
九州厚生局沖縄分室�
第十一管区海上保安本部�

総務部振興企画官�
農林水産部農政課�
経済産業部企画振興課
開発建設部管理課�
運輸部企画室�
事業部施設対策計画課
総務部総務課�
�
総務部企画室�
�
総務課�

0 9 8 － 8 6 6 － 0 0 6 5 �
0 9 8 － 8 6 2 － 1 4 5 9 �
0 9 8 － 8 6 6 － 8 2 3 9 �
0 9 8 － 8 6 6 － 0 0 7 1 �
0 9 8 － 8 6 6 － 0 0 6 4 �
0 9 8 － 8 6 8 － 0 1 7 4 �
0 9 8 － 8 6 5 － 2 2 1 3 �
0 9 8 － 8 6 0 － 3 6 1 1 �
0 9 8 － 8 6 8 － 4 4 0 3 �
0 9 8 － 8 5 3 － 7 3 5 0 �
0 9 8 － 8 6 7 － 0 1 1 8

※第一次的な相談窓口は沖縄総合事務局総務部。�
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平南当原線橋梁整備事業�
浜元中原線道路改築事業�
内花線道路改築事業�
根路銘海岸高潮対策事業�
渡久地港改修事業（浮桟橋）�
水納港（水納地区）浸食対策事業�
金武港湾（漢那地区）高潮対策事業�
金武港湾（村内原地区）高潮対策事業�
金武港湾（チヨ原・伊地田原地区）高潮対策事業�
国営かんがい排水事業（羽地大川地区）�
本部半島農業用水総合開発事業（調査）�
ＩＴ産業等集積基盤整備事業�
屋我地アイランド構想策定事業�
移設先・周辺地域活性化構想策定事業�
北部地域リゾート・コンベンション形成推進調査事業�
茸生産出荷施設整備計画策定調査事業�
真栄田岬活性化構想策定事業�
サーバーファーム整備事業�
特産品加工施設整備計画策定調査事業（とうがん他）�
特産品加工施設整備計画策定調査事業（黒糖２次加工品）�
やんばる工芸の森・手づくり工房群整備基本構想策定調査事業�
北部振興事業基本構想策定事業�
北部地域雇用能力開発総合調査事業�
名護市食肉処理施設整備事業�
国頭浜漁港海岸高潮対策事業�
水納港改修事業（物揚場改良）�
伊江港改修事業（浮桟橋）�
名桜大学線道路改築事業�
外廓線街路新設改良事業�
辺土名大通り線道路改築事業（大石橋）�
辺土名バイパス線道路改築事業（辺土名大橋）�
古宇利横田原線道路改築事業�
屋我地漁港地域水産物供給基盤整備事業�
瀬良垣漁港地域水産物供給基盤整備事業�
名護市公共下水道事業（宇茂佐）�
亜熱帯自然保護センター基本構想策定事業�
農産物加工施設整備計画策定調査事業�
特産品加工施設整備事業（とうがん他）�
特産品加工施設整備事業（黒糖２次加工製品）�

大 宜 味 村 �
本 部 町 �
伊 是 名 村 �
沖 縄 県 �
沖 縄 県 �
沖 縄 県 �
沖 縄 県 �
沖 縄 県 �
沖 縄 県 �

国�
国�

名 護 市 �
名 護 市 �
名 護 市 �
沖 縄 県 �
今 帰 仁 村 �
恩 納 村 �
宜 野 座 村 �
伊 江 村 �
伊 平 屋 村 �
北 部 広 域 �
北 部 広 域 �
沖 縄 県 �
名 護 市 �
国 頭 村 �
沖 縄 県 �
沖 縄 県 �
名 護 市 �
名 護 市 �
国 頭 村 �
国 頭 村 �
今 帰 仁 村 �
名 護 市 �
恩 納 村 �
名 護 市 �
東 村 �
大 宜 味 村 �
伊 江 村 �
伊 平 屋 村 �
�

公共事業�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
非公共事業�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
公共事業�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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平成12年度�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
平成13年度�

沖　縄　県�
北 部 12市 町 村�

北部広域市町村圏事務組合�

①相談受付け�  ④助言等�

（注）�

（注）１）北部12市町村等と沖縄県は必要に応じ、適宜連絡・調整を行う。�
　　　２）公共事業については、特に北部12市町村等と沖縄県との緊密な連携を図る。�
　　　３）沖縄県は、地元自治体等との調整等により自らが事業主体になる場合等必要に応じ、�
　　　　　沖縄総合事務局等国の機関と適宜連絡・調整を行う。�

適宜連絡・調整等�

適宜連絡・調整等�

②対応機関決定の�
　連絡、総合的な�
　助言等　　　　　　　　③具体的な相談�

必要に応じ適宜�
適切な支援等�

沖縄総合事務局�
（総務部）�

内　閣　府�

採択年度� 事業主体�事　　　業　　　名�

平成13年６月８日現在�

担　当　本　省　庁�

沖縄県内に所在する�
国の地方支分部局�

１．沖縄県内における国の相談対応体制�

２．主な採択事業�


